
日南町公式 note 運用ポリシー 

令和 5年 12月 5 日 

  

利用するソーシャル

メディアの種類 
note 

アカウント名 日南町 

アカウント URL https://note.com/nichinan_town 

担当所属名 
地域づくり推進課 

山里 Load にちなん 

情報発信の目的 
日南町の暮らしの魅力を発信することにより、日南町の知名度向上や移住定住促進

を図るため。 

情報発信の内容 
・日南町の魅力と移住定住の支援に関する情報 

・地域おこし協力隊などの暮らしの様子 

運用期間 令和 5年 12月 5 日～ 

運用時間 
原則として平日の午前 8時 30 分から午後 5 時までとします。 

ただし、必要に応じてそれ以外の時間に発信する場合があります。 

投稿に対する返信 

必要に応じて回答を行います。ただし全ての投稿を閲覧し、返信することを保証す

るものではありません。 

町政に関する質問・意見等については日南町公式ホームページからお寄せいただく

か、担当課にお問い合わせください。 

備考 

【フォロー及び引用・再送信等について】 

国、地方公共団体及び公共性の高い機関・団体のアカウント並びに地域おこし協力

隊員など移住定住に関し有用性が高いと思われるものについては、フォロー及び 

その情報を引用・再送信等する場合があります。 

【スキ機能について】 

他のクリエイターに対し、スキ機能を利用しません。 



 

1 利用上の注意 

日南町 noteを利用いただく際には、下記事項が含まれるコメントは御遠慮ください。 

下記事項が含まれると思われるコメントの投稿があった場合は、コメントの投稿者に断りなく、コメ

ントを削除する場合があります。 

（1）本人の同意なく個人情報を掲載するなどプライバシーを害するもの 

（2）法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

（3）他者を侮辱又は非難するもの 

（4）人種、信条、性別等について差別し、又は差別を助長させるもの 

（5）虚偽や事実誤認の内容を含むもの 

（6）有害なプログラムを使用もしくは提供するもの。また、そのおそれのあるもの 

（7）日南町又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害するもの 

（8）掲載記事と無関係のもの 

（9）営業活動、政治的活動、宗教的活動、その他営利を目的としたもの 

（10）その他公序良俗に反するもの及び日南町が不適切と判断したもの 

（11） note 利用規約に反するもの 

（12）(1)～(11)の内容を含むページへのリンク  

 

2 知的財産権 

note に掲載する情報（テキスト、画像、動画など）に関する知的財産権（商標権、著作権等のすべ

ての権利）は、日南町または原著作者に帰属します。また、内容について、「私的使用のための複製」

や「引用」など著作権法上認められる場合を除き、無断で複製・転用することはできません。  

 

3 免責事項 

（1）日南町は、当ページの掲載情報の正確性については万全を期しますが、情報の正確性、完全性、

有用性について保証するものではありません。 

（2）日南町は、利用者により投稿されたコンテンツやコメントについて、一切の責任を負いません。 

（3）日南町は、利用者間、もしくは利用者と第三者間のトラブルによって利用者または第三者が被っ

た損害について、一切の責任を負いません 

（4）日南町は、利用者が当アカウントにアクセスしたために被った損害について、一切の責任を負い

ません 

  

4 運用ポリシーの変更について 

日南町は、当運用ポリシーを予告なく変更する場合があります。 


